
北海道COVID-19支援ナース事業実施要項 新旧対照表

現行 改正後

第１ ～ 第６ （略） 第１ ～ 第６ （略）

附則 附則
この要項は、令和２年６月８日から施行する。 この要項は、令和２年６月８日から施行する。
この要項は、令和２年１２月１４日から施行する。（一 この要項は、令和２年１２月１４日から施行する。（一

部改正） 部改正）
この要項は、令和３年４月１日から施行する。（一部改 この要項は、令和３年４月１日から施行する。（一部改

正） 正）
この要項は、令和３年９月１日から施行し、８月１９ この要項は、令和３年９月１日から施行し、８月１９

日から適用する。（一部改正） 日から適用する。（一部改正）
この要項は、令和３年１１月１日から施行する。（一部 この要項は、令和３年１１月１日から施行する。（一部

改正） 改正）
この要項は、令和４年２月４日から施行し、１月９日 この要項は、令和４年２月４日から施行し、１月９日

から適用する。（一部改正） から適用する。（一部改正）
この要項は、令和４年２月２４日から施行し、１月９

日から適用する。（一部改正）

別表 別表
看護職員の派遣に係る経費 看護職員の派遣に係る経費

この要項第４の第１項に定める道が負担す この要項第４の第１項に定める道が負担す
る経費については、次のとおりとする。 る経費については、次のとおりとする。

（１）謝金 （１）謝金

日額 ２交替 日額 ２交替
12時間勤務 12時間勤務

下欄以外の医療機関等 22,400円 33,600円 下欄以外の医療機関等 22,400円 33,600円

重点医療機関 66,240円 99,360円 重点医療機関 66,240円 99,360円

新型コロナウイルス感 新型コロナウイルス感
染症に感染した入所者 44,160円 66,240円 染症に感染した入所者 44,160円 66,240円
に対して継続して療養 に対して継続して療養
を行う高齢者施設 を行う高齢者施設
※ ２日にわたって16時間の夜勤を行った 高齢者施設(注) 66,240円 99,360円
場合は、業務従事日数は２日とする。

※ ２日にわたって16時間の夜勤を行っ
た場合は、業務従事日数は２日とする。

(注) 緊急事態宣言又はまん延防止等重点
措置が実施されている期間の派遣に限
る。また、当該期間中に開始された派遣
に係る謝金の単価の額については、緊急
事態宣言又はまん延防止等重点措置が解
除された後においても、当該派遣が終了
するまでの間、これを適用する。

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）


